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(57)【要約】
【課題】出射用の表面加工が不要な面発光導光板を車両
用灯具のレンズと組み合わせて使用する。
【解決手段】車両用灯具１０は、ランプボディ１２と、
ランプボディ１２の前面を覆うように配置されるアウタ
ーカバー１４と、ランプボディとアウターカバーとで画
成された灯室２５内に配置される光源２０と、光源２０
からの光の照射を制御するレンズ２４と、光散乱体が内
部に分散された透明樹脂からなり内部に導かれた光を表
面に散乱させる面発光導光板２６と、面発光導光板２６
の内部に光を入射させるように配置されたＬＥＤ光源２
８とを備える。面発光導光板２６は、レンズ２４とアウ
ターカバー１４の間に配置される。
【選択図】図１



(2) JP 2012-64535 A 2012.3.29

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の光源からの光の照射を制御する照射制御レンズと、
　前記照射制御レンズの近傍に配置され、光散乱体が内部に分散された透明樹脂からなり
内部に導かれた光を表面に散乱させる面発光導光板と、
　前記面発光導光板の内部に光を入射させるように配置される第２の光源と、
　を備えることを特徴とする車両用灯具。
【請求項２】
　照度が略均一となるように前記照射制御レンズと前記面発光導光板とを組み合わせたこ
とを特徴とする請求項１に記載の車両用灯具。
【請求項３】
　ランプボディと、
　ランプボディの前面を覆うように配置されるアウターカバーと、をさらに備え、
　前記第１の光源が前記ランプボディと前記アウターカバーとで画成された灯室内に配置
され、
　前記面発光導光板が前記照射制御レンズと前記アウターカバーの間に配置されることを
特徴とする請求項１または２に記載の車両用灯具。
【請求項４】
　前記アウターカバー側に向けて端面が露出するように前記面発光導光板が形成されるこ
とを特徴とする請求項３に記載の車両用灯具。
【請求項５】
　前記照射制御レンズが複数の入射角ステップを備えるフレネルレンズであり、該フレネ
ルレンズと前記面発光導光板とが積層されるかまたは一体成型されており、
　前記第１の光源が前記フレネルレンズの入射角ステップに対して直接光を入射させるよ
うに配置され、前記第２の光源が前記面発光導光板の端面に対向するように配置されるこ
とを特徴とする請求項２に記載の車両用灯具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用灯具における照射制御レンズからの配光を制御する構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　樹脂材料で形成された導光部材を車両用灯具における配光形成のために使用することが
行われている。例えば、特許文献１には、導光部材が係合されたエクステンションの設け
られた車両用灯具において、導光部材の端面から入射したＬＥＤの光を、導光部材の前面
側に設けられたシリンドリカルステップから、クリアランスランプの配光形成用の拡散光
として出射させることが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１４６７２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載の技術のように、導光部材は、その端面から入射した可視光を内部反
射によって導光するが、部材の外部に出射させるための溝やステップなどを表面に形成す
る必要がある。このような溝やステップは、導光部材をレンズの近傍に配置するとき、表
面方向の光を通しにくくなるという問題がある。また、溝やステップが美観を損ない、デ
ザインの自由度が制限されるという問題がある。
【０００５】
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　本発明はこうした状況に鑑みてなされたものであり、その目的は、出射用の表面加工が
不要な導光部材と照射制御レンズとを組み合わせて用いる車両用灯具を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様は、第１の光源からの光の照射を制御する照射制御レンズと、前記照射
制御レンズの近傍に配置され、光散乱体が内部に分散された透明樹脂からなり内部に導か
れた光を表面に散乱させる面発光導光板と、前記面発光導光板の内部に光を入射させるよ
うに配置される第２の光源と、を備える車両用灯具である。
【０００７】
　この態様によると、第１の光源からの光を妨げることなく、面発光導光板を照射制御レ
ンズの近傍に配置することが可能になる。
【０００８】
　ランプボディと、ランプボディの前面を覆うように配置されるアウターカバーと、をさ
らに備え、前記第１の光源が前記ランプボディと前記アウターカバーとで画成された灯室
内に配置され、前記面発光導光板が前記照射制御レンズと前記アウターカバーの間に配置
されてもよい。これによると、照射制御レンズの前方に所望の形状の面発光導光板を配置
して発光させることで、発光形状を変えることができる。
【０００９】
　前記アウターカバー側に向けて端面が露出するように前記面発光導光板が形成されても
よい。これによると、第２光源から入射し端面から発せられる光によって、面発光導光体
による発光領域の一部を強調することが可能になる。
【００１０】
　前記照射制御レンズが複数の入射角ステップを備えるフレネルレンズであり、該フレネ
ルレンズと前記面発光導光板とが積層されるかまたは一体成型されており、前記第１の光
源が前記フレネルレンズの入射角ステップに対して直接光を入射させるように配置され、
前記第２の光源が前記面発光導光板の端面に対向するように配置されてもよい。これによ
ると、比較的少数の光源で広い範囲を略均一に面発光させることができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、出射用の表面加工が不要な面発光導光板を使用することで、車両用灯
具の照射制御レンズの近傍に面発光導光板を配置することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】（ａ）は実施の形態１に係る車両用灯具の概略断面図であり、（ｂ）は概略斜視
図である。
【図２】実施の形態１の変形例に係る車両用灯具の概略断面図である。
【図３】実施の形態２に係る車両用灯具の概略断面図である。
【図４】実施の形態３に係る照射制御用レンズの概略斜視図である。
【図５】（ａ）は実施の形態４に係るフレネルレンズの上面図であり、（ｂ）はフレネル
レンズの断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
実施の形態１．
　図１（ａ）は、本発明の実施の形態１に係る車両用灯具１０の概略断面図である。図１
（ａ）は、車両用灯具１０の投射型灯具ユニットの光軸を含む鉛直平面によって切断され
た断面を示している。
【００１４】
　車両用灯具１０は、車両前方方向に開口部を有するランプボディ１２とこのランプボデ
ィ１２の開口部を覆うアウターカバー１４とで形成される灯室２５を有する。灯室２５に
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は、投射型灯具ユニット２１が配置される。投射型灯具ユニット２１は、光源２０、リフ
レクタを内壁に有するハウジング２２、投影レンズ２４で構成される。
【００１５】
　アウターカバー１４と投影レンズ２４の間には、内部に散乱材が分散された透明樹脂か
らなる面発光導光板２６が配置される。図１（ｂ）の概略斜視図に示すように、面発光導
光板２６は、正面から観察したときに略正方形状であり断面が中心角約９０度の円弧状で
あるが、正面から観察したときに投影レンズ２４の全体を覆っている限り任意の形状であ
ってよい。
【００１６】
　図１（ａ）に戻り、面発光導光板２６の上方および下方の端面に対向して、導光板内部
に光を入射させる白色のＬＥＤ光源２８、２９がそれぞれ配置される。なお、ＬＥＤ光源
２８、２９は、面発光導光板の端面に凹部または孔を形成し、この内部にＬＥＤを挿入す
るようにして設置されてもよい。
【００１７】
　面発光導光板は、いわゆる「エッジライト方式」で発光される。すなわち、面発光導光
板の端面から導光板内部に入射された光が、内部反射を繰り返しながら導光体内部を伝搬
する。面発光導光板の内部に分散された散乱剤が、伝搬した光を散乱して表面に向けて出
射させる。この結果、導光板の全面から発光しているように見える。これに対し、面発光
導光板は、表面に対して略垂直方向に入射した光は散乱させることなく透過させる。
【００１８】
　なお、面発光導光板の各面において、最も広い面積を有する対向する二面を本明細書で
は「表面」と呼び、それ以外の面を「端面」と呼ぶ。また、「板状」とは、車両用灯具の
アウターカバーやエクステンション部材のように湾曲しているもの、平坦であるもの、細
長い棒状であるものを含む。
【００１９】
　上述の面発光導光板は、基材に光散乱剤を分散させた熱可塑性樹脂シートにより構成さ
れる。あるいは、面発光導光板は、光散乱剤濃度の低い基材層と、光散乱剤濃度の高い被
膜層との積層構造として構成されてもよい。基材の材料は、端面から基材内部に導かれた
光が内部反射を繰り返しながら伝搬される光透過性を有する樹脂であり、例えばメタクリ
ル樹脂、ポリカーボネート樹脂、スチレン系樹脂などの熱可塑性樹脂が利用可能である。
基材中に分散される光散乱剤は、内部を伝搬する光を散乱させて表面方向に出射させる役
割を有する。光散乱剤は、例えばアルミナ等の無機微粒子または有機微粒子で構成される
が、これらに限定されない。光散乱剤の平均粒径は例えば０．５μｍ程度であるが、樹脂
中に均一に分散されている限りその形状は特に限定されない。
【００２０】
　内部に入射された光を反射させながら伝搬する導光部材自体は、従来から車両用灯具の
一部として使用されている。しかしながら、従来の導光部材では、導光部材内部を伝搬す
る光を外部に出射させるために、出射領域に細かい溝、ステップ、シボ、ドット印刷等の
光拡散用の形状を刻成する必要があった。
【００２１】
　しかしながら、このような形状は、導光部材の外部からの光も散乱させてしまうので、
導光部材をロービーム用光源やハイビーム用光源などの前方に配置した場合、光源からの
光の光量を低下させてしまう。そのため、従来の車両用灯具では、光源からの光を妨げな
いように、エクステンションなどのごく一部の領域にしか導光部材を用いることができな
かった。
【００２２】
　本実施形態で使用する面発光導光板は、導光板自体が光を散乱する性質を有しているた
め、導光板の表面にステップや溝を形成したり反射膜を配置したりする必要がない。その
ため、背面の光源からの光を妨げずに透過させることができるので、車両用灯具の灯具ユ
ニットの前方に面発光導光板を配置しても、光源からの光ほとんど低下させない。したが



(5) JP 2012-64535 A 2012.3.29

10

20

30

40

50

って、光源の前方に配置させた面発光導光板の発光に、種々の機能を付与することが可能
になる。
【００２３】
　上記のような面発光導光板の例は、特開２００６－１７９４５４号公報および特開２０
０７－２７３３０９号公報に記載されている。
【００２４】
　図１（ａ）において、車両用灯具１０は、灯具ユニット２１の点灯時に、ＬＥＤ光源２
８、２９も点灯させる。こうすると、灯具ユニット２１からの光は面発光導光板２６を透
過して前方に照射されるとともに、面発光導光板２６の表面からも発光するので、正面か
ら観察したとき略正方形のビームを発しているように見せることができる。
【００２５】
　一般に灯具ユニットの投影レンズは形状が略円形に限定されているが、意匠上の観点か
ら別の形にしたいという要望があった。本実施形態のように、投影レンズの前方に所望の
形状の面発光導光板を配置して発光させることで、配光ビームを例えば四角形、楕円形、
切れ目の入った形状などの様々な発光形状にすることができる。また、灯具ユニットを点
灯しないときでも、面発光導光板を発光させてクリアランスランプやデイランプ（ＤＲＬ
：Daytime Running Lamp）として使用することができる。これにより、車両用灯具からク
リアランスランプ等のためのスペースを省略することができる。つまり、同一の発光領域
で配光ビームとクリアランスランプまたはデイランプの両方の機能を発揮させることがで
きる。
【００２６】
　図２は、本実施形態の変形例に係る車両用灯具の概略断面図である。アウターカバー１
４と投影レンズ２４の間に面発光導光板が配置される点は図１と同様であるが、この例で
は面発光導光板３０の上部と下部に、アウターカバー１４の方向に延び出す延長部３０ａ
、３０ｂがそれぞれ形成されている点が異なる。延長部３０ａ、３０ｂの端面は、アウタ
ーカバー側に露出している。二つのＬＥＤ光源３３、３４は、延長部３０ａ、３０ｂの後
部すなわち投影レンズ２４側に設けられる。
【００２７】
　このような構成でＬＥＤ光源３３、３４を点灯させると、面発光導光板３０の円弧状の
表面から発せられる光よりも、延長部３０ａ、３０ｂの内部を通ってアウターカバー１４
側の端面から出射する光の方が強いため、正面から観察したとき、略正方形の発光領域の
うち上下の二辺の照度がより大きい様子が観察される。このように、面発光導光体に、Ｌ
ＥＤ光源からアウターカバーの方向に延びる延長部を形成することで、発光領域の一部を
より強調することが可能になる。例えば、面発光導光板の四辺に延長部を形成することで
、四角い枠状に発光させることも可能である。
【００２８】
実施の形態２．
　図３は、実施の形態２に係る車両用灯具４０の概略断面図である。図１（ａ）と同様に
、車両用灯具４０の投射型灯具ユニットの光軸を含む鉛直平面によって切断された断面を
示している。
【００２９】
　車両用灯具４０では、灯具ユニット２１内で投影レンズ２４の背面すなわち光源２０側
に、平坦な面発光導光板４２が投影レンズ２４と隣接して配置されている。面発光導光板
の大きさは、投影レンズの面積と同等またはそれ以上とすることが好ましい。そして、面
発光導光板４２の上下の端面に対向して、それぞれＬＥＤ光源４４が設けられている。
【００３０】
　一般に、投射型灯具ユニットの光源としてＬＥＤを使用すると、中央部の輝度が特に強
くなり、正面から車両用灯具を観察したときにＬＥＤが粒状に見えてしまい美観を損ねる
という問題があった。
【００３１】
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　本実施形態では、車両用灯具４０による配光ビームの投射時に、ＬＥＤ光源４４も点灯
して面発光導光板４２を発光させる。こうすると、灯具ユニット２１の光源２０から発せ
られた光が面発光導光板４２を透過して、従来と同様に投影レンズ２４により車両前方に
投影されるとともに、面発光導光板４２から発光された光も投影レンズ２４により前方に
投射される。したがって、投影レンズの全体から略均一に光が発光しているように見せる
ことができ、配光ビーム内でＬＥＤを目立たなくすることができる。
【００３２】
　また、ＬＥＤと投影レンズを用いて配光ビームを形成すると、ＬＥＤの性質上ビームの
中心部の輝度が最も高くなる。つまり、配光ビームの中で中心部と周縁部との明暗差が大
きくなり、これを見た歩行者等が幻惑を起こす可能性があると言われている。これに対し
、本実施形態のように面発光導光板からの面発光を追加することで、配光ビーム内での輝
度差を緩和することができるので、幻惑の防止が期待される。
【００３３】
実施の形態３．
　図４は、実施の形態３に係る面発光導光板５０の概略斜視図である。面発光導光板５０
は、投影レンズと一体的に成型される。言い換えると、面発光導光板５０は、半球形の投
影レンズの周縁部を引き延ばして全体を略長方形にしたような形状とされる。図４中、点
線で示した円５２が、従来の投影レンズに相当する部分である。すなわち、光軸を中心と
する中央部は、従来の投影レンズと同様に半球状にされているが、周縁部に向かうにつれ
て半球のカーブとは反対側に湾曲するように面発光導光板が形成される。そして、この面
発光導光板５０の左右の端面５４に対向してＬＥＤ光源５６、５８を配置する。
【００３４】
　こうすると、灯具ユニットの光源から発せられた光が面発光導光板４２の投影レンズ部
分によって前方に照射されるとともに、ＬＥＤ光源により端面から入射した光が面発光導
光板の性能によって散乱され、導光板の面全体が光った状態になる。
【００３５】
　上述したように、ＬＥＤと渋滞の投影レンズを用いて配光ビームを形成すると、ＬＥＤ
の性質上ビームの中心部の輝度が最も高くなり、周縁に向かうにつれて輝度が低下する。
これに対し、本実施形態のように面発光導光板によって投影レンズを形成すれば、面発光
導光板自身の発光のためにレンズの全体を光らせることができる。このため、配光ビーム
内での輝度差を緩和することができる。また、実施の形態１と同様に、配光ビームの形状
を円形以外の種々の形状にすることができる。したがって、従来とは異なる独特の照明を
作り出すことができ、車両用灯具のデザイン性の向上に貢献する。
【００３６】
実施の形態４．
　図５（ａ）は、実施の形態４に係るフレネルレンズ６０の上面図であり、（ｂ）はフレ
ネルレンズ６０の断面図である。フレネルレンズ６０は、面発光導光板によって作成され
る。フレネルレンズ６０の入射ステップ側に対向させて第１の光源６８を配置するととも
に、フレネルレンズ６０の左右の端面に６２対向させて第２の光源６６を配置する。
【００３７】
　一般に、フレネルレンズと単一光源を使用して平行ビームを形成した場合、中央部分の
輝度が最も高くなってしまう。そこで、本実施形態では、フレネルレンズを面発光導光板
で作成し、さらにその端面から光を内部に入射させるようにした。フレネルレンズの入射
ステップ側にある光源から発せられた光は、フレネルレンズによって平行光とされ、前方
に投射される。フレネルレンズの端面から入射した光は、面発光導光板の散乱剤によって
散乱され、フレネルレンズの表面から発光する。これらの両方の光を組み合わせることで
、フレネルレンズと単一光源とを組み合わせた場合よりも均一性の高い面発光を実現する
ことができる。また、比較的少数の光源で広い範囲を略均一に面発光させることができる
ので、構造の簡素化、コストの低減、発熱の低減といった効果も期待できる。
【００３８】
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　本実施形態のフレネルレンズは、例えば車両後部に設置されるハイマウントストップラ
ンプなどの細長い形状のランプカバーとして特に有用である。
【００３９】
　以上説明したように、本発明によれば、透過性が高く面発光性能を有する面発光導光板
を照射制御レンズと組み合わせて使用することで、面発光導光板背後の光源からの光を前
方に透過させるとともに、別の光源からの光で面発光導光板の領域を発光させることがで
きる。この導光板による発光を種々のランプ機能として用いることで、従来にはない斬新
なデザインを有する車両用灯具を設計することが可能になる。また、面発光導光板を利用
することで溝やステップ等の加工が不要になるため、製造工程が簡素化されるとともに、
美観を向上させることができる。
【００４０】
　上述の実施形態で述べた面発光導光板は、車両の様々な部位の灯具に適用することがで
きる。この場合、灯具の種類に応じて、面発光導光板の発光に様々な機能を持たせること
ができる。具体的には、面発光導光板の発光領域をクリアランスランプ、デイランプ、タ
ーンランプ、テールランプストップランプ等として用いることができる。また、面発光導
光板には、発光の機能に応じた色が施されることが望ましい。例えば、クリアランスラン
プであれば無色透明とされ、ストップランプであれば赤色透明とされ、ターンシグナルラ
ンプであれば橙色透明とされる。代替的に、発光の機能に応じて光源の発光色を変えるよ
うにしてもよい。
【００４１】
　実施の形態では、面発光導光板の光源としてＬＥＤを使用したが、白熱球、ハロゲンラ
ンプ、放電球などの他の光源を利用してもよい。また、面発光導光板の端面に対向して光
源を配置する代わりに、面発光導光板の端面に凹部または孔を形成してこの内部に光源を
挿入するように設置してもよい。
【符号の説明】
【００４２】
　１０、４０　車両用灯具、　２０、２８、２９、３３、３４、４４、５６、６６、６８
　光源、　２１　灯具ユニット、　２４　投影レンズ、　２６、３０、４２、５０　面発
光導光板、　３０ａ、３０ｂ　延長部、　６０　フレネルレンズ。
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